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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成20年10月9日(2008.10.9)

【公表番号】特表2008-518006(P2008-518006A)
【公表日】平成20年5月29日(2008.5.29)
【年通号数】公開・登録公報2008-021
【出願番号】特願2007-538960(P2007-538960)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  51/47     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  63/26     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  33/06     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  24/38     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  33/70     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ  51/47    　　　　
   Ｃ０７Ｃ  63/26    　　　Ｈ
   Ｂ０１Ｄ  33/06    　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ  33/38    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月19日(2008.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）酸化剤パージストリームを固体富化ゾーンに送ってパージスラリーを形成し；
　（ｂ）前記パージスラリーを分離ゾーンで分離して洗浄されたケーキ、母液及び洗浄濾
液を生成させ；
　（ｃ）前記洗浄濾液の少なくとも一部及び前記母液の少なくとも一部を酸化ゾーンに送
る；
ことを含んでなるプロセス。
【請求項２】
　前記分離ゾーンが少なくとも一つの圧力濾過装置を含む請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記圧力濾過装置が少なくとも一つのフィルターセルを含み、少なくとも一つのフィル
ターセルが少なくとも０．２５インチの深さの前記フィルターケーキを蓄積させる請求項
２に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記洗浄液が前記フィルターケーキ上に少なくとも０．２５インチの深さの貯まりを形
成する請求項３に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記圧力濾過装置が２５～１６０℃の間の温度で作動する請求項４に記載のプロセス。
【請求項６】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項５に記載のプロセス。
【請求項７】
　前記脱水によって水分含有量が１０～５０％の脱水されたケーキが得られる請求項６に
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記載のプロセス。
【請求項８】
　前記圧力濾過装置がロータリー圧力ドラムフィルターである請求項７に記載のプロセス
。
【請求項９】
　前記洗浄が逆流洗浄である請求項１又は８に記載のプロセス。
【請求項１０】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項１又は８に記載のプロセス。
【請求項１１】
　（ａ）固体富化ゾーンで酸化剤パージストリームに沈澱剤を加えてパージスラリーを形
成し；
　（ｂ）前記パージスラリーを分離ゾーンで分離して洗浄されたケーキ、母液及び洗浄濾
液を生成させ；そして
　（ｃ）前記洗浄濾液の少なくとも一部又は前記母液の少なくとも一部を酸化ゾーンに送
る；
ことを含んでなるプロセス。
【請求項１２】
　前記分離ゾーンが少なくとも一つの圧力濾過装置を含む請求項１１に記載のプロセス。
【請求項１３】
　前記圧力濾過装置が少なくとも一つのフィルターセルを含み、少なくとも一つのフィル
ターセルが少なくとも０．２５インチの深さの前記フィルターケーキを蓄積させる請求項
１２に記載のプロセス。
【請求項１４】
　前記洗浄液が前記フィルターケーキ上に少なくとも０．２５インチの深さの貯まりを形
成する請求項１３に記載のプロセス。
【請求項１５】
　前記圧力濾過装置が２５～１６０℃の間の温度で作動する請求項１４に記載のプロセス
。
【請求項１６】
　工程（ｃ）が前記洗浄濾液の少なくとも１０重量％又は前記母液の少なくとも一部を酸
化ゾーンに送る請求項１１に記載のプロセス。
【請求項１７】
　工程（ｃ）が前記洗浄濾液の少なくとも５０重量％又は前記母液の少なくとも一部を酸
化ゾーンに送る請求項１１に記載のプロセス。
【請求項１８】
　前記圧力濾過装置がロータリー圧力ドラムフィルターである請求項１１又は１７に記載
のプロセス。
【請求項１９】
　前記洗浄が逆流洗浄である請求項１１又は１７に記載のプロセス。
【請求項２０】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項１１に記載のプロセス。
【請求項２１】
　少なくとも２５重量％の前記洗浄濾液及び少なくとも２５重量％の前記母液を酸化ゾー
ンに送る請求項１１に記載のプロセス。
【請求項２２】
　前記分離ゾーンが少なくとも一つの圧力濾過装置を含む請求項２１に記載のプロセス。
【請求項２３】
　前記圧力濾過装置が少なくとも一つのフィルターセルを含み、少なくとも一つのフィル
ターセルが少なくとも０．２５インチの深さの前記フィルターケーキを蓄積させる請求項
２２に記載のプロセス。
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【請求項２４】
　前記洗浄液が少なくとも０．２５インチの深さの前記フィルターケーキ上の貯まりを形
成する請求項２３に記載のプロセス。
【請求項２５】
　前記圧力濾過装置が２５～１６０℃の間の温度で作動する請求項２４に記載のプロセス
。
【請求項２６】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項２５に記載のプロセス。
【請求項２７】
　工程（ｃ）は前記洗浄濾液の少なくとも５０重量％及び前記母液の少なくとも５０重量
％を酸化ゾーンに送る請求項２６に記載のプロセス。
【請求項２８】
　前記圧力濾過装置がロータリー圧力ドラムフィルターである請求項２１又は２７に記載
のプロセス。
【請求項２９】
　前記洗浄が逆流洗浄である請求項２１又は２７に記載のプロセス。
【請求項３０】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項２１に記載のプロセス。
【請求項３１】
　（ａ）固体富化ゾーンで酸化剤パージストリームを冷却してパージスラリーを形成し；
　（ｂ）前記パージスラリーを分離ゾーンで分離して洗浄されたケーキ、母液及び洗浄濾
液を生成させ；そして
　（ｃ）前記洗浄濾液の少なくとも一部又は前記母液の少なくとも一部を酸化ゾーンに送
る；
ことを含んでなるプロセス。
【請求項３２】
　前記分離ゾーンが少なくとも一つの圧力濾過装置を含む請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３３】
　前記圧力濾過装置が少なくとも一つのフィルターセルを含み、少なくとも一つのフィル
ターセルが少なくとも０．２５インチの深さの前記フィルターケーキを蓄積させる請求項
３２に記載のプロセス。
【請求項３４】
　前記洗浄液が前記フィルターケーキ上に少なくとも０．２５インチの深さの貯まりを形
成する請求項３３に記載のプロセス。
【請求項３５】
　前記圧力濾過装置が２５～１６０℃の間の温度で作動する請求項３４に記載のプロセス
。
【請求項３６】
　工程（ｃ）が前記洗浄濾液の少なくとも重量で１０％又は前記母液の少なくとも一部を
酸化ゾーンに送る請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３７】
　工程（ｃ）が前記洗浄濾液の少なくとも５０重量％又は前記母液の少なくとも一部を酸
化ゾーンに送る請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３８】
　前記圧力濾過装置がロータリー圧力ドラムフィルターである請求項３１又は３７に記載
のプロセス。
【請求項３９】
　前記洗浄が逆流洗浄である請求項３１又は３７に記載のプロセス。
【請求項４０】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項４１に記載のプロセス。
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【請求項４１】
　少なくとも２５重量％の前記洗浄濾液及び少なくとも２５重量％の前記母液が酸化ゾー
ンに送られる請求項４１に記載のプロセス。
【請求項４２】
　前記分離ゾーンを１～５０気圧の圧力で運転する圧力濾過装置を含む請求項４１に記載
のプロセス。
【請求項４３】
　前記圧力濾過装置が少なくとも一つのフィルターセルを含み、少なくとも一つのフィル
ターセルが少なくとも０．２５インチの深さの前記フィルターケーキを蓄積させる請求項
４２に記載のプロセス。
【請求項４４】
　前記洗浄液が前記フィルターケーキ上に少なくとも０．２５インチの深さの貯まりを形
成する請求項４３に記載のプロセス。
【請求項４５】
　前記圧力濾過装置が２５～１６０℃の間の温度で作動する請求項４４に記載のプロセス
。
【請求項４６】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項４５に記載のプロセス。
【請求項４７】
　工程（ｃ）が前記洗浄濾液の少なくとも５０重量％及び前記母液の少なくとも５０重量
％を酸化ゾーンに送る請求項４６に記載のプロセス。
【請求項４８】
　前記圧力濾過装置がロータリー圧力ドラムフィルターである請求項４１又は４７に記載
のプロセス。
【請求項４９】
　前記洗浄が逆流洗浄である請求項４１又は４７に記載のプロセス。
【請求項５０】
　前記圧力濾過装置を１～５０気圧の圧力で運転する請求項４１に記載のプロセス。
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